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金租7 年 4 月 ユ 日

就労継続支援A型事業所におけるスコア表 （全体）

事業所番号 40ユ2702249

管理者名 山下 剛

対象年度 令和6年度

(1)労働時間

①1日の平均労働時間が7時間以上

②1日の平均労働時間が6時間以上7時間未満

③1日の平均労働時間が5時間以上6時間未満

④1日の平均労働時間が4時間30分以上5時間未満

⑤1日の平均労働時間が4時間以上4時間30分未満

⑤1日の平均労働時間が3時間以上4時間未満

⑦1日の平均労働時間が2時間以上3時間未満

③1日の平均労働時間が2時間未満

(Ⅳ） 支援力向上（※）

���参加した職員がユ人以上参加している

巴
１
両1て寒寒

ユ回以上の場合○ 55

四
両いずれか一方のみの取組を行っている

の砺蕗拡大の商議今篝への参加

ユ回以上の場合

③職邑の人事評価制庶

点

①90点 ②80点③65点④55点 ⑤40点 ⑥30点⑦20点⑧5点

(Ⅱ）生憲落動 人事評価結果に基づき定期に昇給を判定する
制度を設け、全ての職員に周知している

15
○

①過去3年の牛産落動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に
支払う賃金の総額以上 ⑤ピアサポーターの配摺

②過去3年の牛露落動収支のうち前年度及び前々年度の各年
度における生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支
払う賃金の総額以上

○ ピアサポーターを職員として配置している

⑦篭三者評価③過去3年の生壼活動収支のうち前年度における生産濤動収
支のみが前年度に利用者に支払う賃金の総額以上 50 過去3年以内の福祉サービス第三者評価を

受審しており、結果を公表している。
④過去3年の生産落動収支のうち前々年度における牛摩落動
収支のみが前々年度に利用者に支払う賃金の総額以上 ⑨圃際標準化規棺が定めた頬稔篝の淑訴雲

⑤過去3年の生琵汚動収支のうち前年度及び前々年度の各年
度における生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者に支
払う賃金の総額未満

都道府県知事が適当と認める国際標準化規格が定めた
規格その他これに準ずるものの麗証を受けている

小計(注2） ’ 51 点
(※）8項目の合計点に応じた点数（注2）5以上:15点、4～3：5点、2点以下：0点

⑥過去3年の生産活動収支がいずれも当該各年度に利
用者に支払う賃金の総額未満 点

①60点 ②50点 ③40点④20点 ⑤一ﾕ0点 ⑥-20点 (V)地域連携活動

(川）多様な働き方（※）
地域の事業者と連携した付加価値の高い商品開発、企業や
官公庁等での生産活動等地域社会と連携した活動を行い、
その結果をインターネット等により公表している

○ 10

点
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工
工
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工
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工
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就業規則等で定めている

②利用者を職員として害田する制庶

就業規則等で定めている

1事例以上ある場合;10点

○ (Ⅵ）経営改善計画

経営改善計画の提出を求められていない。または、経営改
善計画の提出を求められているが、指定された期日までに
提出している。

就業規則等で定めている ○ ○ 0

占
jhQ,

期限内に提出していない堀合:-50点
就業規則等で定めている

⑤彌時間勤慈に係局労働冬件

就業規則等で定めている

⑤時詰出勤常11麻に係石鞘働冬件

就業規則等で定めている

15

(Ⅶ）利用者の知識・能力向上

○ 前年度において、就労継続支援A型事業所等が利用者の知
畿及び能力の向上に向けた支援を行い、当該支援の具体的
な内容を記城した報告書を作成し、インターネットの利用
その他の方法により公表している。

○ 10

○ 点

1事例以上ある場合:10点

就業規則等で定めている ○

就業規則等で定めている

小計（注1）

（※）8項目の合針点に応じた点数（注1）5以上:15点、4～3
号倫
2点以下：0点

項目 点数

労働時間 5点 20点

生産壼動 -20点 -10点

多橡な働き方 0点 5点

支援力向上 0点 5点

地域連携活動0点’’0点
経営改善計画0点｜･50点

鋼鳶職,点■霜
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60点
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経営改善計画

利用者の知

��0点

事業所名

住 所

電話番号

ファステラウン

福岡県久留米市三潴町西牟田6333－38

080－3909－4470

合計

155

点 ／200点
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就労継続支援A型事業所におけるスコア表（実績l～1V、VI)

(I)労働時間

前年度 （ 6年度）

｜時間 人 時間

(Ⅱ）生産落動

会計期間（4月～ 3月）

前々々年度 （ 年度）
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前々年度（

前年度 （

(川）多様な働き方

前年度（6年度）における取組

①免許・資格取得、検定の受検

(全体裏「(IⅡ）多楼な働き方I ）

②利用者を職貝として登用する制度 働条件及び服務規律

ト

D

l ’
⑤短時間勤務に係る労働条件 ⑤時差出勤制度に係る労働条件

’
③傷病休暇等の取得に関する事項

( IV) 安彊力向上

前年度（6年度）における取組

①研修計画に基づいた外部研修会又は内部1 ③視察・実習の実施又は受け入れ

|発表テーマ ’

④販践拡大の商麟会等への参加 ⑤職貝の人事評価制度

|◎ピアサポーターを配置している ｜
|◎当咳ピアサポーターは｢障害者ﾋﾞｱｻﾎﾞｰﾄ研修」

③国際標準化規格が定めた規格等の麗証等⑦第三者評価

0

(VI ) 経営改善計因

１
１
１
１

各項目について適宜、実績がわかる情報を追加すること。

■用契約を締結していた全
ての利用者における延べ労

働時間
18,518

雇用契約を締結してい
た延べ利用者数 3，781

利用者のユ日
の平均労働時
間数

4.898

牛窪活動収入から
経賛を除いた額

利用者に支払った

賃金鰹額
収支

生藤活動収入から

経賢を除いた額 22,319,720
利用者に支払った
賃金鰹額 16,277,398 収支 6,042,322

牛琵活動

経黄を除 20,271,036
利用者に支払った
賃金維緬 19,497,984 収支 773,052
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定めている ‐I鰹
パートタイマー規定第44,45条

在宅勤務に係る労働条件及び服務規律

に関する制度を定めている ’昭
在宅勤務規定有り

◎フレツクスタイノ､割【一惇塞労働条件を
壼妨子1.1案

◎短時間勤務に係る労働条件を

定めている I唾
パートタイマー規定第ｴ3条-8項

◎時差出勤制度に係る労働条件を

定めている ロ
パートタイマー規定第13条本文

＠有嶽ｲ､雨の蒔間j遥垂室また鐘、計画的付与制度

パートタイマー規定第17条
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就業規則第35条
闇一心璋符ﾛﾛ ■凸已へ

◎傷病休暇等の取得に関する事項を

定めている I腿
パートタイマー規定第28条 就業規耐第47条
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◎研修計画を策定している

◎外部研修、もしくは内部研修を

ユ回以上実施している。 1厘
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◎先進的事業者の視察・実習の実施している

もしくは、他の事業所の視寮・実習を受け入れている

謀先進的事業者名 就労A型 福笑い様l胚
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◎販路拡大の商駿会や展示会等ヘユ回以上

参加している。 IⅨ
※商醗会等名 しんきんweb合同商談会
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規格等の認証等を受けている

魁認証を受けた日 月 日
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◎前牛度末日から過去3年以内に
壼方卜帯壱一いう霞＝垂皿儒奉雲'十〒1.1ス

α評価を受けた日 月 日
霊＝垂、嬬趣RR

◎指定権者である都道府県（指定都市・中核市）へ、

経営改善計画書へ提出した。

※受理日 年 月 日



「寵可司
令和 7 年 4 月 ユ 日

就労継続支援A型事業所における地域連携活動実施状況報告書

地域連携活動の概要

＜活動内容＞

活動場所：トイフルブルワリー、ファステラ

実施日程：令和6年6月～令和7年3月

実施した生産活動・施設外就労の概要

・卜イフルブルワリ一様の新メニュー開発と宿泊

施設の向けのメニュー開発と提供

イベントでの共同販売（みずマルシェ）

利用者数：全職員と全利用者

＜活動の様子＞

活動の様子の写真

＜目的＞

地域連携活動のねらい

・トイフル様の新規事業のお手伝い

地域にとってのメリット

・久留米初のクラフトビール場の活性化

対象者にとってのメリット：売上の向上

↑コース料理

＜成果＞

実施した結果

・宿泊客向けのコース料理ができた、新メニュができた

得られた成果

・カタナーラが名物になった、ファステらの厨房より出荷

課題点

・季節や時期ごとに今後も連携が必要

←仕込み中

������

連携先の企業等の意見または評価

連携した結果に対する意見または評価

・今後につながるようなメニューができた、みずマルシェではビールにあうクッキーも作ってもらった

デザートのカタラーナは好評、との声を頂いた

今後の連携強化に向けた課題

・地域のイベントなどにもっと一緒に参加してファステラとトイフルをもっとみなさんに知ってほしい

仕込みをしてもらっているが配送などが課題となる、商品開発を共同でおこない名物商品を作りたい

などのコメントを頂いた

|…’ 山下 将暉ﾄイフルブルワリー（合同会社ギャランドゥ） 担当者名連携先企業名

事業所名

住 所

電話番号

ファステラウン

久留米市三潴町西牟田6333-38

080－3909－4470

事業所番号

管理者名

対象年度

40ユ2702249

山下 剛

令和6年度



｜様式2
令和 7 年 4 月 ユ 日

労継続支援A型事業所における利用者の知識・能力向上に係る実施状況報告

利用者の知識・能力向上に係る実施概要

＜活動内容＞

活動場所：ファステラ合同会社（休憩室）

実施日程：令和7年3月12B15 : 00～16:00

実施した利用者の知識・能力向上に係る実施の概要

久留米人権啓発センター講師様におけるハラスメント研修

参加者数：12名

＜活動の様子＞

活動の様子の写真
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＜目的＞

利用者の知職・能力向上に係る実施のねらい

・ハラスメント、モラル、コンブライアンスなど

についての知識を深めるため

利用者にとってのメリット

・一般就労へ行く利用者も増え、利用者より行って
ほしいとの声があがった、

＜成果＞

実施した結果：ハラスメントについての理解が深まった

得られた成果：年代も性別、陣がいも違うなかで自身も

知らず知らずハラスメン卜してないか確鹿になった

謀題点：内容が難しかったとの声もあった ･研修時の写真

連携先の企業や事業所等の意見または評価

連携した結果に対する意見または評価

・知的の方などがいるなかで内容が少し難しかったかもしれない。わかりやすくつたえたとのこと

今後の連挫強化に向けた課題

・定期的に研修をおこない知厳を蓄積していかないとなかなかむずかしい、今回は限られた時間だったので全部は伝えれなかった

’ 人権啓発センター 古賀様連携先企業（担当者）

利用者からの意見・評価

参加した利用者からの意見・評価
・内容が難しかったが勉強になった。 ハラスメントはよく聞くので興味はあった
当日は用事があるので行けないのでパンフレットだけでもほしい（後日渡す）

事業所名

住 所

電話番号

ファステラウン

久留米市三潴町西牟田6333=38

080-3909-4470

事業所番号

管理者名

対象年度

40ユ2702249

山下 剛

令和6年度


